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○令和２年からの新型コロナウイルス感染症の流行は医療だ
けにとどまらず社会全体に大きな影響を与えた。病床や人材
不足のみならず、マスク等の感染防護具や人工呼吸器等の医
療用物資の確保・備蓄など、地域医療の様々な課題が浮き彫
りになった。

○こうした課題を踏まえ、新興感染症等の感染拡大時には、
必要な対策が機動的に講じられるよう、あらかじめ地域で議
論し、必要な準備を行うことが重要であることが認識された
ため、令和２年８月の社会保障審議会医療部会等において新
興感染症の医療計画上の取り扱いについて検討が開始された。

これまでの経緯 国資料から抜粋（詳細は17ページ）
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○令和４年６月にとりまとめられた「新型コロナウイルス感
染症対応に関する有識者会議」の報告書「新型コロナウイル
ス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向
けた中長期的な課題について」において、病床の確保の困難
さをはじめとして、医療人材の確保、医療物資の不足などさ
まざまな課題が指摘された。

○こうした教訓も踏まえ、令和４年１２月に成立した感染症
法等の改正においては、平時に予め都道府県と医療機関がそ
の機能・役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん
延時にはその協定に基づいて医療を提供する仕組み等が法定
化された。

国資料から抜粋（詳細は17ページ）これまでの経緯
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医療機関、薬局、訪問看護事業所

１．講じる措置

２．個人防護具の備蓄について(任意事項)

３．１の措置に係る費用負担
４．協定の有効期間（基本的には３年を想定）

５．協定に違反した場合の措置（勧告→指示→公表） ほか

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(※)に係る医療
を提供する体制の確保に必要な措置を感染症発生・まん延時に、迅速か
つ適確に講ずるため、県と医療機関等との間で協定を締結する。

目的

対象機関

協定内容

①病床確保 ②発熱外来 ③自宅療養者等に対する医療の提供
④後方支援 ⑤人材の派遣等

(※)新型コロナと同程度の感染症を想定
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県

薬局
訪問
看護

協定

医療
機関 ※

協定

⑤人材の派遣

②発熱外来

①病床確保

④後方支援

③自宅療養者等に
対する医療の提供

講じる措置

イメージ

※医療機関は上記①～⑤のうち1つ以上を実施する
※①を実施する医療機関は、「第一種協定指定医療機関」として指定し、

②、③を実施する医療機関等は、「第二種協定指定医療機関」として指定
※流行初期に対応する医療機関とはその旨を協定内に記載

講じる措置
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第一種・第二種感染症指定医療機関

厚生労働大臣又は都道府県知事は、新感染症、一類感染症及び二類感
染症の患者の医療を担当する感染症指定医療機関（一定の基準に合致
する感染症指定病床を有する医療機関）を指定する。

○第一種感染症指定医療機関 ：愛媛大学医学部附属病院

〇第二種感染症指定医療機関 ：県内10医療機関（東予・中予・南予）

名前が似ていますが、違うものです

今回お願いするのは、
「第一種・第二種協定指定医療機関」です。

二類感染症

一類感染症

新感染症

二類感染症

一類感染症

二類感染症
結核の
通院患者

特 定 感 染 症
指定医療機関

第一種感染症
指定医療機関

第二種感染症
指定医療機関

結 核
指定医療機関 6



感染症類型
特定感染症
指定医療機関

第一種感染症
指定医療機関

第二種感染症
指定医療機関

結核指定
医療機関

第一種協定
指定医療機関

（入院）

第二種協定
指定医療機関
(発熱外来又は
自宅療養者等へ
の医療提供)

一般の
医療機関

一類感染症 ○ ○

二類感染症 ○ ○ ○※１

三類感染症 ○

四類感染症 ○

五類感染症 ○

新型インフル
エンザ等感染症 ○ ○ ○ ○ ○

指定感染症 ※２ ○ ○

新感染症 ○ ○ ○

感染症の類型ごとの医療体制

※１ 結核指定医療機関は2類感染症のうち、結核のみ対応

※２ 指定感染症については、一～三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症に準じた措置を行う。

新設
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第一種・第二種協定指定医療機関について

病床を確保する医療機関は、第一種協定指定医療機関として指定、発熱外
来や自宅療養者等に対する医療の提供を実施する医療機関等は、第二種協
定指定医療機関として指定し、これらの医療機関について、公費負担医療
の対象とする。

第一種協定指定医療機関（病床の確保）の指定要件

⃝ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な
感染防止等の措置を実施することが可能であること。

⃝ 患者等がお互いに可能な限り接触することがなく、診察すること
ができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医
療を提供することが可能であること。

⃝ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府
県知事からの要請を受けて、新型インフルエンザ等感染症若しく
は指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必

要な医療を提供する体制が整っていると認められること。
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第一種・第二種協定指定医療機関について

第二種協定指定医療機関（発熱外来・自宅療養者等への医療提供）の指定要件

○ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感
染防止等の措置を実施することが可能であること。

【発熱外来】
○ 新型インフルエンザ等感染症等

発生等公表期間において、都道
府県知事からの要請を受けて、
外来医療を提供する体制が整っ
ていると認められること。

○ 受診する者同士がお互いに可能
な限り接触することがなく、診
察することができること等の院
内感染対策を適切に実施しなが
ら、必要な医療を提供すること
が可能であること。

【自宅療養者等への医療提供】
○ 新型インフルエンザ等感染症等

発生等公表期間において、都道
府県知事からの要請を受けて、
外出自粛対象者に対してオンラ
イン診療等の医療を提供する体
制が整っていると認められるこ
と。
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医療措置等の流れについて

① 厚生労働省が新型インフルエンザ等感染症等発生について公表する。

② 県から医療機関等へ医療措置の実施を要請する。

③ 医療機関等は要請に基づき、あらかじめ協定で規定している医療

措置を実施する。

④ 厚生労働省が新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった

旨を公表する。

①公表 ②要請 ③措置 ④公表

10



発生から公表までの間は、第一種・第二種感染症指定医療機関を
中心に対応

公表から３か月程度は、一部の協定指定医療機関等が対応
（流行初期医療確保措置）

公表から６か月以内に、全ての協定指定医療機関等が対応

発生早期

発生早期 流行初期 一定期間経過後

第一種・第二種感染症指定医療機関

協定指定医療機関(流行初期対応)等

協定指定医療機関等

医療措置におけるフェーズと対応医療機関

※感染症の発生から概ね６か月間で徐々に対応医療機関が拡充していくイメージ

流行初期

一定期間経過後
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財政的支援について

○ 協定指定医療機関に対する財政的支援については、感
染症発生・まん延時にその性状に応じて厚生労働省が
定める。（病床確保料や設備整備費の補助を想定）

○ 流行初期(公表から３か月程度)に対応する医療機関に
ついては、医療措置を実施した月の収入額が、感染症
発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合、流行
初期医療の確保に要する費用を支給する。

【厚生労働省】
感染症発生・まん延時には、一定の必要な財政支援を行うこととしている。
平時における支援については、令和６年度予算・報酬改定等に向けて検討中
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その他

○ 令和５年度内に見直し予定の予防計画の中で、協定に
係る数値目標を設定する。

• 病床数
• 発熱外来機関数
• 自宅、宿泊施設、高齢者施設における療養者等に医療を

提供する医療機関数
• 後方支援を行う医療機関数
• 他の医療機関に派遣可能な医療人材数ほか

→ 基本的には新型コロナ対応の最大値を目標とする

○ 医療法に基づくDPAT,DMATに関する協定及び災害支
援ナースに関する協定についても、感染症法に基づく
医療措置協定と重複する部分があることから、一部の
医療機関とはこれらの協定と一体的に協議を進める。
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今後のスケジュール（予定）

医療機関等への通知

関係団体への説明

R5.5.26

医療機関等への事前調査開始

調査の取りまとめ

医療機関等との個別協議（順次、協定締結）

協定締結完了

８月

R６.９.３０

９月～

6月

７月 医療機関等への説明会

７月

(県医師会県薬剤師会、看護協会、訪問看護協議会)
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事前調査の方法について

調査の対象
県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

主な調査の内容（予定）
改正感染症法に基づく協定締結の意向
流行初期期間（発生公表後３か月程度）
流行初期経過後（発生公表後３か月程度から６か月程度）

①確保可能な病床の見込数
②発熱外来として対応可能な患者数の見込数
③自宅療養者等（自宅・宿泊療養者・高齢者施設等）への医療提供の

可否
④後方支援の対応可否
⑤人材派遣対応可能人数（医師、看護師等）
⑥個人防護具の備蓄予定数 等

調査方法
対象機関へ調査票を送付、WEB回答フォーム等を活用することを検討中
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令和5年第1回医療政策研究会 資料１９から抜粋
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【参考】改正感染症法（抜粋）

（公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等）

第三十六条の二 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症
等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間（以下この項、次条第一項及び第三十六条の六第一項において「新型インフル
エンザ等感染症等発生等公表期間」という。）に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の
確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療
法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他
の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの（以下「公的医療機関等」という。）並びに地域医療支援病院（同法第
四条第一項の地域医療支援病院をいう。以下同じ。）及び特定機能病院（同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。以下同じ。）
の管理者に対し、次に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの（第一号
から第五号までに掲げる措置にあっては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に
必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る。）及び当該措置に要する費用の負担の方法その他
の厚生労働省令で定める事項について、通知するものとする。

一 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。
二 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあ

る者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行
うこと。

三 第四十四条の三の二第一項（第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。）又は第五十条の三第一
項の厚生労働省令で定める医療を提供すること及び第四十四条の三第二項（第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合を含む。）又は第五十条の二第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の
所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。

四 前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見があ
る者以外の患者に対し、医療を提供すること。

五 第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症
予防等業務関係者、第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替え
て準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者又は同項に規定
する新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関その他の機関に派遣すること。

六 その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。

２ 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づく措
置を講じなければならない。

３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより当該通知の内容を公表するものとする。23



【参考】改正感染症法（抜粋）

（医療機関の協定の締結等）

第三十六条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新
感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療
機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定（以下

「医療措置協定」という。）を締結するものとする。

一 前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの
二 第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
三 前二号の措置に要する費用の負担の方法
四 医療措置協定の有効期間
五 医療措置協定に違反した場合の措置
六 その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。

３ 都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定による協議が調わないときは、医療法第
七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができる。

４ 都道府県知事及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重しなければならない。

５ 都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するもの
とする。

６ 前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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【参考】改正感染症法（抜粋）

（都道府県知事の指示等）

第三十六条の四 都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、
当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。

一 第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置
二 当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置

２ 都道府県知事は、医療機関（公的医療機関等を除く。以下この条において同じ。）の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措
置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

一 第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置
二 当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置

３ 都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めると
きは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

４ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた公的医療機関等又は医療機関の管
理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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本日の資料は愛媛県ホームページに掲載しております。
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kaisei_kansensyo.html
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ご清聴いただきありがとうございました。

ご質問等がありましたら、電話でも対応しています。
次の連絡先までお電話ください。（平日8：30～17：15）

089-912-2402


